
９．会員期間通算（別法人への再就職）

・退職後２か月以内に他の共済会加入事業所（別法人）に再就職したときは、会員

期間の通算ができます。

・会員期間の通算をするときには、退職後 20 日以内に「共済会会員期間通算願書」

（様式第３号）に必要事項を記入し、旧事業所から新事業所を経由して共済会へ

提出してください。

注注意意！！  １１．．「「共共済済会会会会員員期期間間通通算算願願書書」」をを提提出出すするる場場合合はは、、「「共共済済会会会会員員退退会会届届兼兼退退職職金金

請請求求書書」」とと「「共共済済会会入入会会申申込込書書」」はは提提出出ししなないいででくくだだささいい。。

両両方方とともも提提出出さされれるるとと、、二二重重登登録録ととななるる原原因因ににななりりまますす。。

２２．．休休職職・・停停職職中中のの会会員員はは、、期期間間通通算算ででききまませせんん。。ここのの場場合合はは、、一一旦旦休休職職・・停停職職をを

解解除除ししたたううええでで、、おお手手続続ききくくだだささいい。。

３３．．「「共共済済会会会会員員期期間間通通算算願願書書」」をを共共済済会会にに提提出出さされれなないい場場合合、、旧旧事事業業所所退退職職後後もも

当当該該職職員員のの掛掛金金がが継継続続ししてて請請求求さされれまますす。。

【記入項目の説明】

記入例を参考に、次のとおり記入してください。

旧 事 業 所 番 号 旧事業所番号を記入してください。

旧 事 業 所 名 旧事業所名を記入してください。

会 員 氏 名 会員の氏名を記入してください。

会 員 番 号 会員番号を記入してください。

退 職 年 月 日 退職をした年月日を記入してください。

生 年 月 日 必ず記入してください。

再 就 職 年 月 日 再就職した年月日を記入してください。

新 事 業 所 番 号

新 事 業 所 名
新事業所番号と新事業所名を記入してください。

（注１）在籍日数とは、籍のあった日数のことであり、休日や欠勤日なども含んだ日数です。 

※掛金について 

・在籍日数が10日以上ある場合、掛金が発生します。

・新･旧事業所の在籍日数が両方とも10日以上ある場合、新事業所に掛金が

発生します。

・新事業所の在籍日数が 10 日未満の場合、旧事業所に掛金が発生します。
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